






















 

 勤労婦人,特に大企業に勤務する婦人については,労働基準法その他の法律や

制度上の保護により,母性保護の水準は著しく改善されたといえよう。これに対

して自営業にたずさわる婦人においては,労働基準法が適用されないだけでな

く,一見,自らの健康状態に応じて,自由に勤労時間や労働量を調節出来るよう

であるが,保健的意識が必ずしも高くなく,また,立場上かえって自由に休息を

とることが出来ないことの方が多い。 


